
予約型相乗りタクシー｢カシワニクル｣運行区域  新旧比較図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現   行  

変更 (案 ) 

Ａ区域  

Ｂ区域  

Ａ区域  

Ｂ区域  

【Ａ区域に追加】  

・藤ヶ谷の一部（県道 280 号線を境として北側）  

・高柳の一部（県道 8 号線を境として東側）  

・ケアハウス沼南の里  

資料８
資

料
８


